
一
般
質
問
❺

　
今
年
度
の
低
所
得
者
に
対
す
る
負
担
軽

減
の
特
徴
は
何
で
す
か
。

い
わ
ゆ
る
リ
ス
ト
ラ
等
を
含
む
非

自
発
的
失
業
者
の
方
に
対
す
る
国

保
税
の
軽
減
措
置
を
行
う
た
め
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
方
の
前
年
給
与
所
得
を
１
０
０
分

の
30
に
減
額
し
て
課
税
す
る
規
定
や
、
夫
が
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入
し
た
場
合
の
社
会

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
65
歳
以
上
の
方
の

減
免
期
間
を
延
長
す
る
規
定
の
整
備
を
図
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

　
負
担
限
度
額
を
４
万
円
引
き
上
げ
る
場

合
、
２
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
中
間
所

得
層
に
し
わ
寄
せ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

負
担
軽
減
の
対
策
費
を
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入

れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

来
年
度
実
施
す
る
被
保
険
者
均
等

割
額
と
世
帯
平
等
割
額
の
７
割
、

５
割
、
２
割
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て
は
、
負
担

割
合
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
な
が
ら
、
質
問
の
趣
旨

が
反
映
で
き
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
検
討
し
、

担
税
能
力
に
見
合
う
よ
う
努
力
を
し
て
い
き

ま
す
。

　
資
産
割
課
税
が
47
・
７
％
と
近
隣
自
治

体
と
比
較
し
て
も
20
％
近
く
比
重
が
大

き
い
で
す
が
、
資
産
が
世
帯
主
の
名
義
で
な
い

場
合
は
課
税
で
き
な
い
な
ど
不
公
平
で
す
。
改

め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

基
礎
課
税
分
の
資
産
割
は
必
要

と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
後
期
高
齢
者
支
援
分
と
介
護
納
付
分
に

つ
き
ま
し
て
は
、
基
礎
課
税
分
で
算
定
し
て
い

ま
す
の
で
、
資
産
割
を
な
く
す
こ
と
も
必
要
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
平
成
19
年
の
税
改
正
で
、
町
県
民
税
は

５
％
か
ら
10
％
へ
と
倍
化
し
ま
し
た
。

定
率
減
税
廃
止
後
は
重
税
感
が
強
ま
り
国
保
税

の
負
担
等
も
重
な
り
滞
納
が
重
要
な
問
題
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
滞
納
者
に
対
し
て
、

憲
法
の
生
存
権
や
財
産
権
を
守
り
、
一
人
一
人

の
状
況
を
把
握
し
て
懇
切
丁
寧
に
行
わ
れ
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。

国
税
徴
収
法
、
地
方
税
法
は
じ
め
、

あ
ら
ゆ
る
法
律
を
遵
守
し
て
、
適

正
公
平
に
行
っ
て
い
ま
す
。

滞
納
者
一
人
一
人
に
対
し
事

前
の
調
査
、
課
税
の
資
料
、

個
々
面
接
、
役
場
に
来
て
い
た
だ
い
て
の
相
談

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
滞
納
整
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
中
で
、
納
税

誓
約
書
を
書
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
差
し
押
さ
え
が
で
き
る
よ
う

な
強
権
的
な
や
り
方
で
あ
り
問
題
で
す
。
国
税

通
則
法
46
条
の
2
、
納
税
の
猶
予
申
請
書
に
改

め
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

県
の
研
修
で
、
滞
納
整
理
実
務
研

修
な
ど
が
あ
り
積
極
的
に
参
加
し

て
い
ま
す
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
、
滞
納
整

理
実
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
り
、
徴
収
事
務
の
参

考
に
し
て
お
り
ま
す
。

負担割合のバランスを見ながら検討していきます

問問問

椎名 義光 議員

【　
　
　
　

  

】

国
保
税
の
算
定
に
つ
い
て

平
成
22
年
第
２
回
定
例
会

通　告　時　間 60分
国保税の低所得者に対する負担軽減
について伺います

マ
ニ
ュ
ア
ル
の

中
に
納
税
誓
約

書
も
入
っ
て
い

ま
す
が
、
分
納

の
計
画
書
で
も

あ
り
、
少
し
で

も
早
く
と
の
考

え
か
ら
、
1
年
以
内
で
滞
納
者
の
事
情
に
応
じ

た
弾
力
的
な
対
応
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
税
務
課
窓
口
は
、
納
税
者
個
人
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。

受
付
の
机
の
配
置
な
ど
改
善

を
し
て
き
ま
し
た
が
、
更
に

工
夫
し
て
ブ
ー
ス
で
囲
う
な
ど
、
相
談
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
も
考
え
て
ま
い
り
ま
す
。

　
滞
納
者
は
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
を
受

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

町
補
助
金
交
付
要
綱
で
「
町
税
な

ど
に
未
納
の
な
い
も
の
」
と
制
限

を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
納

税
完
納
者
と
の
公
平
を
失
す
る

こ
と
へ
の
配
慮
で
す
。

副
町
長

問問 【　
　
　
　

  

】

町
税
等
の
滞
納
整
理
に
つ
い
て

町  

長
町  

長

町  

長
町  

長

問問

税
務
課
長

税
務
課
主
幹

税
務
課
主
幹

税
務
課
主
幹

税務課の窓口はより相談しやすい環境
を望みます

あ
じ
さ
い
祭
り
を
陰
で

支
え
る
中
学
生

請 願
「国における平成 22（2011）年度教育予算

拡充に関する意見書」採択に関する請願書
（提出　子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する

　　　 教育関係団体千葉県連絡会）

発議案
第５号

採択
文教・厚生委
員会へ付託

内閣総理大臣、財務大臣、
文部科学大臣、総務大臣へ
意見書提出

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意
見書」採択を求める請願書

（提出　子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する
　　　  教育関係団体千葉県連絡会）

発議案
第６号

採択
文教・厚生委
員会へ付託

内閣総理大臣、財務大臣、
文部科学大臣、総務大臣へ
意見書提出

「国営かんがい排水事業「両総地区」の完成
にむけての意見書」採択に関する請願書

（提出　両総土地改良区）

発議案
第 7 号

採択
産業建設委員
会へ付託

衆議院議長、参議院議長、内
閣総理大臣、財務大臣、農 林
水産大臣、国家戦略担当大臣、
内閣官房長官へ意見書提出

陳 情
最低賃金法の抜本改正と安定雇用
の創出、中小企業支援策の拡充・
強化を求める陳情書

（提出　千葉県労働組合連合会）

産業建設
委員会 不採択

継続審査公契約条例の制定を求める陳情書
（提出　千葉県労働組合連合会）総務委員会

（３月定例会より継続審査となっていたもの）

月定例会（6 月 9 日〜 17 日）6 審議結果
●平成 21 年度多古町一般会計予算繰越明許費の繰越報告について
●株式会社多古の経営状況説明書類の提出について
●契約の締結について（多古町役場庁舎省エネ改修工事関係）… …………………………………… 可決【賛成全員】
●契約の締結について（多古町民牛尾体育館耐震補強工事関係）… ………………………………… 可決【賛成全員】
●千葉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び
　千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について…… 可決【賛成全員】
●平成 22 年度多古町一般会計補正予算（第１号）について（ゆめ半島千葉国体関係）… ……… 可決【賛成全員】
●多古町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　（発議：柳下清他８名）………………………………………………………………………………… 可決【賛成多数】
●多古町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例に対する修正動議
　（発議：広瀬弘二他１名）……………………………………………………………………………… 否決【賛成少数】
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